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福岡３号筒井地区電線共同溝に伴う通信系連系設備工事及び通信系引込管路工事

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　北九州国道事務所長
上田　晴気
北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１０

令和　８年　５月２６日

ＮＴＴインフラネット（株）

¥１４，２５１，６００－

¥０－

別紙のとおり



随意契約理由書 
 
 

１．件  名      ：福岡３号筒井地区電線共同溝に伴う通信系連系設備工事 

及び通信系引込管路工事 

 

 

２．履行場所        ：北九州市八幡西区筒井町地先 

 

 

３．随意契約の相手方：NTT インフラネット株式会社九州事業部 

           住所  福岡県福岡市博多区東比恵２丁目３番７号 

           電話  ０９２－４３２－３７９１ 

 

 

４．随意契約適用法令：会計法第２９条の３第４項及び 

                      予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 

 

 

５．当該工事の目的・内容及び随意契約に付する理由 

 １）当該工事の目的 

 電線共同溝は、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づき、電線の

設置及び管理を行う２以上の者の電線を収容するために道路管理者が道路の地下

に設ける施設であり、当該工事は、電線共同溝に収容された電線と周辺の架空線

等の電線を結ぶために必要な管路のうち、電線共同溝整備道路区域外に連系設備

及び電力や通信の電線を民間に引込むための管路のうち、電線共同溝整備道路区

域内に引込管路を設けるものである。 

 ２）当該工事の内容 

 当該工事は、電線共同溝整備道路区域内の連系管路から電線管理者が道路区域

外で管理する設備と接続する連系設備の設置と電線共同溝の電線共同溝整備道路

区域内に設ける引込管路を設置するものである。 

 ３）随意契約に付する理由 

 本工事の連系設備及び引込管路施工にあたっても、NTT インフラネット株式会

社北九州事業部が管理する設備と接続することから、事故等が発生した場合等の

専門的な対応及び管理・監督が必要となる。 

 

 以上のことから、本工事を的確で円滑に履行するためには、一体として行うべ

き道路区域外の施工に責任を有する当該電線管理者の NTT インフラネット株式会

社北九州事業部が唯一の契約相手と判断するものである。 

 このため、本工事は会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０

２条の４第３号により、NTT インフラネット株式会社九州事業部と随意契約を行

うものである。 

 

                

                       （随意契約理由書作成者） 
                             建設専門官 牧野 和敏 


